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１【提出理由】

　当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該異動にかかる特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額および事業の内容

ａ．名称　　　　　　　Taiyo Nippon Sanso Singapore Pte. Ltd.

ｂ．住所　　　　　　　21 Tanjong Kling Road,Jurong Town,Singapore 628047

ｃ．代表者の氏名　　　大澤 重之

ｄ．資本金の額　　　　105百万シンガポールドル

ｅ．事業の内容　　　　Leeden Limitedの株式保有による事業活動の支配・管理

 

２．当該異動の前後における当社の所有にかかる当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

ａ．当社の所有にかかる議決権の数

異動前　　168,424,387個

異動後　　　　　　 －個

ｂ．総株主等の議決権に対する割合

異動前　　90.6％

異動後　　　－％

 

３．当該異動の理由およびその年月日

ａ．異動の理由

　当社の特定子会社であるTaiyo Nippon Sanso Singapore Pte.Ltd.は、当社の子会社であるLeeden Limited

（平成26年10月１日付で社名をLeeden National Oxygen Ltd.に変更）を存続会社とする吸収合併により、消

滅いたしました。これにより、Taiyo Nippon Sanso Singapore Pte.Ltd.は当社の特定子会社に該当しなく

なったためであります。

ｂ．異動の年月日

平成26年10月１日

 

 

以　上
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